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 このＱ＆Ａは、条例づくりの担当となった職員向け

に、条例ができあがるまでのプロセスやスケジュール

感、検討事項や作成資料などをまとめたものです。 

 

 紙幅の都合で、おおまかな事柄しか書くことができ

ませんでしたが、より詳しく知りたい方は、政策法務

課が主催する研修を受講したり、条例案をつくる際な

どに政策法務課の職員に相談して下さい。相談の際そ

の場に応じて、具体的なアドバイスやサポートをさせ

て頂きます。 

 

 条例は、県の政策課題を解決するため、県民に義務

を課したり県民の権利を制限することができる強力な

ツールです。同時に、条例ができあがるまでは長丁場

であり、検討事項も多く、関係者の意見がまとまらな

かったり、難しい用語が飛び交ったりと、担当となっ

た職員には苦労があると思います。このＱ＆Ａが、そ

のような方の一助になれば、幸いです。 

千葉県 総務部 政策法務課  

政策法務班 中庁舎７Ｆ 

電 話 ０４３－２２３－２１６６ 

ＦＡＸ ０４３－２０１－２６１２ 

Ｅメール houmu35@mz.pref.chiba.lg.jp 
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目 次 １  はじめに 

 

 

  
 

http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/index.html
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そもそも「条例」とは何ですか？ 

 

条例には、どのようなことが定め 

られているのですか？ 

 

条例を新しく作ったり（制定）、 

今ある条例を改めたり（改正）、 

なくしたり（廃止）するのは、 

どのような場合ですか？ 

 

 

 

 

 

 

Ａ．「条例」とは、政策課題を解決し、政策目的を実現

するために、地方自治体の議会によって定められる

ルール（法規範）のことです（千葉県例規集）。 

  なお、条例に似たものとして、国会が定める「法

律」、内閣が定める「政令」、各省大臣が定める「省

令」、知事が定める「規則」などがあります。 

 

 

Ａ．多くの条例は、県民に義務を課したり、県民の権

利を制限することを内容としています（例：公衆に

著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関す

る条例、廃棄物の処理の適正化等に関する条例）。こ

れは、県が県民に義務を課したり、県民の権利を制

限するためには、原則として条例によらなければな

らないからです（地方自治法14 条2 項）。このほ

か、県の重要な施策の基本的な方向性を定める条例

（例：観光立県の推進に関する条例）や、県の組織

を定める条例（例：行政組織条例）もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．県の政策課題を独自に解決するため条例の制定・

改正・廃止を行うケース（自主条例）と、国の法律・

政省令等の制定・改正・廃止に伴い条例の制定・改

正・廃止を行うケース（法執行条例）があります。 

  自主条例のような大がかりな案件に対応すること

も重要ですが、法執行条例も重要であり、所管して

いる条例の改正等に漏れがないよう、日頃から、国

の法律・政省令等の制定・改正・廃止の動向をウォ

ッチしておく必要があります。 

 

 

 

【自主条例】 

県の政策課題を独自に

解決したい 

【法執行条例】 

国の法令の制定・ 

改正・廃止があった 

条例の制定・改正・廃止 

解決 立法課題 

条  例 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民に義務を課す 

県民の権利を制限 

施策の 

基本的方向性 

 

県の組織 

Q1 

Q２ 

Q３ 

２  条例とは？ 

 

http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1922894110&CALLTYPE=2&RESNO=1&UKEY=1412059804380
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1922894110&CALLTYPE=2&RESNO=1&UKEY=1412059833652
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Ａ．条例ができあがるまでのプロセスは、大まかにい

うと、次のとおりです。 

① 立法事実の収集と立法課題・目的の設定（立法事

実の説明資料の作成）…問題となっている害悪の実

態、関係する法律・政省令等の内容、現在行われて

いる対策とその限界などを調査して、課題の内容と

その要因を明らかにし、目指すべき方向性を定めま

す。 

② 対応方針の決定（チャート等の作成）…①を踏ま

えて、複数の案を比較しながら、課題を解決するた

めに条例が必要かどうか、条例をつくるとしてどの

ような手法を採るかを検討し、課題への対応方針を

決めて、チャート等を作成します。 

③ 政策内容の決定（条例骨子案の作成）…②の対応

方針に基づき、条例案に定める義務等の具体的な内

容、対象者、要件などを決めていき、条例骨子案を

作成します。 

④ 政策内容の条文化（条例素案の作成）…③の条例

骨子案を、条例の「お作法」に従いながら条文の形

にしていき、条例素案を作成します。 

⑤ 県議会へ提案…④の条例素案につき、政策法務課

法規審査班の審査（条例審査）を受けた上で、知事

の決裁を経て、県議会に提案します。なお、罰則が

定められている条例は、事前に、検察庁と協議する

必要があります（検察協議）。 

 

⑥ 県議会における審議…提案された条例案は県議会 

で審議され、可決されれば、条例となります。 

⑦ 条例の公布・施行…条例は、千葉県報に登載して

公布され、その条例に定められた施行日から効力を

もちます。 

 

  なお、実際は、他の課との調整で再検討を迫られ

たり、調査の結果新しい事実が判明するなどして①

～④を行ったり来たりするケースもあれば、規定内

容が少なく①～④をほぼ同時に行うケースもありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立法事実の

収集 

立法課題・ 

目的の設定 

 

 

 

対応方針の

決定 

 

 

 

政策内容の

条文化 

 

 

 

 

政策内容の

決定 

 

 

 

 立法事実 

説明資料 

チャート 

等 

条例案骨子 条例素案 

県議会へ 

提案 

 

 

 

 

県議会に 

おける審議 

 

 

 

 

条例の 

施行・公布 

 

 

 

 条例案 条例 条例 

 

条例ができあがるまでのプロセスを

教えて下さい。 

 

 

Q４ 

３  条例のプロセス・スケジュール 
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Ａ．スケジュール感は、条例案の内容によって大きく

異なりますが、例えば、新規の自主条例で罰則を定

めているものであれば、条例案の構想から条例骨子

案を作成してパブリックコメントを行うまで約１年

～１年半、パブリックコメントの開始から条例案を

県議会に提案するまで約半年はかかると考えて下さ

い。 

  また、国の法令改正に伴い今ある条例を形式的に

改正するだけの条例案であっても、議案の作成や条

例審査などの作業があり、約３ヶ月は必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．そのような認識は、大きな誤りです。条例案には、

条文だけでなく、条例案の根拠となる事実（立法事

実）、そして、条例案の内容が政策的に妥当であるか

や法的に許されるかなどについての合理的な説明が

必要です。 

  立法事実の裏付けがなく、その内容を合理的に説

明できないものは、違法のおそれがあり、条例審査

も通りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．政策法務課には、条例案をつくるかもという構想

が持ち上がった段階で、粗々のもので結構ですので、

立法事実や立法課題、検討内容などを伝えて下さい。 

  政策法務課は、条例案が数多くの細かな「お作法」

に従っているかを詳細にチェックしなければなりま

せん（このため、条例案を県議会に提案するには政

策法務課長の合議が必要とされています）。チェック

には相当な時間がかかるため、早めにご相談頂かな

いと、想定スケジュールに間に合わないこともあり

ます。 

  なお、政策法務課では、毎議会開会の約３ヶ月前

に、提案予定の条例案を調査しています。提案予定

の条例案があるときは、必ず回答して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策法務課へ！ 

 
条例つくる 
かも！？ 

 

条例案を県議会に提案するまでの 

スケジュール感を教えて下さい。 

 

 

 

条文を書けば、条例案として完成 

ですよね？ 

 

 

政策法務課にはいつ相談すればいい

ですか？ 

 

Q５ 

Q６ 

Q７ 

４  担当課と政策法務課との関係 

 

セット！ 

 
 

○
○
条
例 

第
一
条 

・
・
・
・
・
・ 

第
二
条 

・
・
・
・
・
・
・ 

第
三
条 

・
・
・
・
・
・

第
四
条 

・
・
・
・
・
・
・ 

  

立法事実 合理的な説明 条文 
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Ａ．条例案は、担当課が起案するものです。課題の実 

態は担当課が最もよく知っているからであり、かつ、

条例の運用をするのも担当課だからです。 

  もっとも、政策法務課は、担当課の条例案づくり

を、法的な観点から、サポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．「政策法務班」は、主に自主条例について、条例案

づくりの初期段階から最終段階まで、担当課側に立

って、条例案づくりを法的にサポートする役割を担

っています。 

  一方、「法規審査班」は、あらゆる条例案の法規的

な観点についての最終検査者として、条例素案を審

査し、条例案に仕上げていく役割を担っています。 

  どの班がどのような形で担当するかは、条例案の

内容に応じて異なりますので、政策法務課に相談し

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．このような事態が起きるのは、「望まれている政策

内容をできる限り反映した条例案とする」という要 

請と、「法的に問題のない条例案とする」という要請

の二つを同時に満たすため、政策法務班が主に前者

のサポートを行う役割を、法規審査班が後者の役割

を主に担っているからです。 

  仮に、政策法務班が、法規審査班と同様のスタン

スに立って仕事をすれば、ご質問のような事態は起

きませんが、その代わり、法的には一筋縄ではいか

ない政策を政策法務班が事前に摘み取ることになっ

てしまいます。担当課の政策を少しでも多く条例案

に盛り込むことができるように、という配慮から、

このような組織となっているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．政策法務課には、条例案の内容や関係する法律・ 

政省令等の改正状況だけでなく、上司の意向や関係

者の動向など、条例案に関して担当課が把握してい 

るあらゆる情報を伝えて下さい。 

  政策法務課は、いただいた情報に基づき、条例案

について、法的な問題点を指摘したり、政策課題を

解決するための別の法的アプローチを助言したりし

 

条例案をつくるに当たり、政策法務

課と付き合う上での留意点を教えて

下さい。 

 

 

 

条例案は、政策法務課が作って 

くれるのですか？ 

 

政策法務課には、条例案を担当する

組織として「政策法務班」と「法規

審査班」の２つの班がありますが、

何が違うのですか？ 

 

 

 

政策法務班では了承が得られたもの

が、法規審査班では了承が得られま

せんでした。同じ課なのに意思統一

ができていないのですか？ 

 

 

Q８ Q10 

Q９ 

Q11 
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ます。十分な情報をいただかないと、適切な指摘や

アドバイスをすることができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．もともと理屈っぽい人たちが集まっているからで

す・・・という訳では必ずしもなく、条例案がその

内容から形式に至るまで「合理的な説明」が求めら

れているため、日常的に「合理的な説明」をするよ

う心がけているからです。 

 

 

 

 

 

 

Ａ．政策法務委員会は、各部の次長等を構成員とし、

政策法務重要案件の指定、当該案件への対応に必要

な制度のあり方、条例案の作成その他の方針につい

て、部局横断的に議論し、各機関の総合的な調整を

図るために設けられた機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．「立法事実」とは、条例の根拠となる事実のことで

す。具体的には、課題となっている害悪の実態、関

係する法律・政省令等の内容、現在行われている対

策とその限界、これらを分析して得られた課題の内

容とその要因などです。 

  「立法事実」というと、たじろぐ方もいらっしゃ

るかもしれませんが、単に、「課題を解決するために

は事実を把握する」という当たり前のことをしてい

るに過ぎないので、ご安心ください。 

 

 

 

 

 

 

 

立 

法 

事 

実 

課題となっている害悪の実態 

関係法律・政省令等の内容 

行われている対策、その限界 

課題の内容、その要因 

政策法務課 

政策法務班 

法規審査班 連携協力 
情報共有 

 

 
 

担当課  

「立法事実」とは何ですか？ 

 

 

政策法務課の職員は、なぜあんなに

理屈っぽいのですか？ 

 

 

 

「政策法務委員会」とは何ですか？ 

 

Q12 

Q13 

Q14 

５  立法事実の収集と立法課題・目的の設定 

～立法事実の説明資料の作成 

http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/seisakuhoumu/
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Ａ．例えば、 

○ 害悪の実態…現場視察、統計データ・発生した

事件の収集、関係職員・利害関係者・有識者等の

意見聴取、県民アンケートの実施 

○ 関係する法律・政省令等の内容…憲法や関係す

る法律・政省令・告示・通知・判例の調査 

○ 現在行われている対策とその限界…関係法律・

政省令等の運用状況、関係事業の実施状況、関係

計画の策定内容等の調査 

 といった方法を活用して、立法課題を解決し、立法

目的を達成するためには条例が必要かつ相当である

と合理的に説明することができるだけの資料を収集

します。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．収集した立法事実は、最終的に、条例案の内容に

合わせて整理し、「立法事実の説明資料」としてまと

めておきます。これは、条例審査だけでなく、県民

への説明の機会や裁判が起きた場合にも役立ちます

（例：廃棄物の処理の適正化等に関する条例の立法

事実の説明資料）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．立法事実を調査して明らかになった課題につき、

課題を解決するための手段として何があるか、課題

を解決するためには（法律・政省令等の運用の改善、

計画の策定などでは足りず）条例が必要か、仮に条

例をつくるとしたらどのような手法をとるか、とい

った点について、複数の案を比較しながら検討して、

課題への対応方針を決めます。 

  この過程で、条例をつくるよりも、今ある法律・

政省令等の運用の改善や新たな事業の実施の方が適

当であり、条例をつくる必要はない、との結論に至

ることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決方針 

 検討・決定 

チャート等 

○課題解決手段として何があるか 

○課題解決のために条例が必要か 

○条例ではどのような手法をとるか 

 

 

収集した立法事実は、どうすれば 

いいですか？ 

 

 

立法事実は、どうやって収集するの

ですか？ 

 

 

対応方針は、どのように決めていく

のですか？ 

 

Q16

 
Q1

5 

5 

Q17

 
Q1

5 

5 

Q15 
６  対応方針の決定 

～チャート等の作成 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/dokujijourei/tekiseika/documents/jittai.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/dokujijourei/tekiseika/documents/jittai.pdf
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Ａ．まず、条例をいったん離れて、どのような手段を

採れば課題が解決するかを考えて下さい。 

  条例というと、法学を知らないとつくれないと思

うかもしれませんが、決してそのようなことはあり

ません。法学の知識がなくても現場のことをよく知

っている職員が妥当な課題解決手段を思いつくのは、

よくあることです。 

  思いついた課題解決手段が条例になるかという検

討は、政策法務課が協力して行いますので、まずは、

どうすれば課題が解決するか、現場の視点で考えて

みて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．様々なものがありますが、典型的なものとして、 

○ 規制的手法…ある行為を行うよう義務付けるも

の（下命制）、ある行為を行うことを一律に禁止 

するもの（禁止制）、ある行為を行うには知事の許

可を必要とするもの（許可制）、ある行為を行うに

は知事への届出を必要とするもの（届出制） 

○ 罰則…禁止された行為をしたり、義務付けられ

た行為をしなかったりした場合に、懲役刑や罰金 

刑などの刑罰が科されるもの 

 などがあります。 

 

 

 

 

 

 

Ａ．条例案の全体像と各規定の相関関係がおおまかに

分かるよう、条例案の目的、規制内容、罰則などを

１枚の図にしたものです（例：千葉県中小企業の振

興に関する条例のチャート）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．例えば、条例で、ある行為を義務付けようとする

場合（Ｑ19の下命制）には、 

○ 義務付ける行為の内容 

○ 義務の対象者 

○ 義務の発生の要件 

 

現場の視点で考える！ 

 

条例に定める課題解決手段の手法と

して、どのようなものがあります

か？ 

 

 

 

対応方針を、どのように具体化して

いくのですか？ 

 

 

法学を学んだことがないのですが、

課題を解決するための手段として 

条例に定める事項をどうやって 

考えればいいですか？ 

 

 

 

チャートとは何ですか？ 

 

Q18

 
Q1

5 

5 

Q19

 
Q1

5 

5 

Q20

 
Q1

5 

5 

Q21

 
Q1

5 

5 

７  政策内容の決定 

～条例骨子案の作成 

http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter3-4-5.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter3-4-5.pdf
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○ 義務に従わなかった者への対応策 

 などについて、法的な問題点がないか、あるとして

どのように解決するかを検討しながら、具体的に定

めていき、条例案骨子（参考例）を作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．留意すべき点はたくさんありますが、主な点とし

て、 

○ 政策的に妥当なものであるか…立法課題を解決

し、立法目的を達成するのに必要かつ有効なもの

であり、併せて、予算・人員・組織など必要な裏

付けに基づく実現可能なものであるか 

○ 法的に許されるものであるか…我が国の法体系 

の中に適切に位置付けられ、憲法、法律及び政省 

令に違反しないものであり、かつ、立法目的を達 

成する手段として相当なものであるか 

といった点があります。 

  これらの点について、立法事実を踏まえ、既存の

法律・政省令・行政実務・判例等を参照しながら、

合理的に説明することができるかどうかについて、

検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．我が国にある憲法・法律・政省令・条例・規則な

どの数多くの法規範は、その理解をできる限り容易

にし、ルールの重複をなくして混乱を避けるよう、

ピラミッドのように、全体として一つの法体系を形

作っています。「条例が我が国全体の法体系の中に適

切に位置づけられる」とは、つくっている条例案が、 

我が国の法体系に溶け込むことができるよう、憲法 

をはじめとする数多くの法規範との関係を整理する、 

ということです。 

  体系性は、個々の条例にも当てはまり、条例のそ 

れぞれの条文の内容は、その条例に規定されている

目的を達成するものでなければなりません。 

条例の政策内容 

 

 

 検討・決定 

条例案骨子 

○政策的に妥当か 

 …必要性、有効性、実現可能性 

○法的に許されるか 

 …体系性、相当性 

 

政策内容を検討するに当たっては、

どのような点に留意する必要があり

ますか？ 

 

 

「条例が我が国全体の法体系の中に

適切に位置づけられる」とは、どう

いうことですか？ 

 

 

Q22

 
Q1

5 

5 

Q23

 
Q1

5 

5 

http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/iken/h26/documents/jyourei-koshian.pdf
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Ａ．主な検討事項として、 

○ 規制の内容が立法目的を達成するための必要最

小限の手段であり、県民の基本的人権を侵害しな

いか（憲法13条、15条～40条）、 

○ ある県民と他の県民とに設けられた区別が合理

的なものであり、平等権を侵害しないか（憲法

14条）、 

○ 条例が法律・政省令等に違反していないか（憲

法94条、地方自治法14条1項）、 

 といった点があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．そのようなことはありません。一定の範囲内であ

れば、条例で、法律では規制されていない事柄を規

制したり（横出し）、法律よりも厳しい規制をする（上

乗せ）ことができます。具体的には、昭和50年9

月 10 日の最高裁判所判決で示された基準により、

法律・政省令等に違反するかどうかを判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．条例案の内容が、担当課以外の課が所管する事務

に影響を与えることも少なくありません。また、条

例を実際に運用するには、その裏付けとなる予算・

人員・組織などが必要です。このため、条例案につ

いて、庁内の各課の意見を聴く機会を設ける必要が

あります。 

  関係する課が多いときは、庁内調整を円滑に進め

るため、政策法務委員会において重要案件の指定を

受けた上で立ち上げる「プロジェクトチーム（ＰＴ）」 

を用いて庁内調整を行うのが適当です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．県民の権利や義務に影響を与える条例案をつくる

際には、原則として、「ちばづくり県民コメント制度

 

条例案をつくるに当たり、外部の方

の意見を聴く機会としてどのような

ものがありますか。 

 

 

 

条例案をつくるには、他の課への相

談・調整が必要とのことですが、な

ぜですか。 

 

 

 

「条例は憲法に違反してはならない」

とのことですが、どのような事項につ

いて検討する必要がありますか？ 

 

 

 

「条例は法律・政省令等に違反して

はならない」とのことですが、法律

で定められている事項について条例

で定めることはできないのですか？ 

 

 

Q24

 
Q1

5 

5 

Q25

 
Q1

5 

5 

Q27

 
Q1

5 

5 

 

条例案をつくるには、他の課への 

相談・調整が必要とのことですが、

なぜですか。 

 

 

Q26

 
Q1

5 

5 

http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter6-2-4.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter6-2-4.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/iken/kenmin-shishin.html
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（指針）」に基づき、パブリックコメントを行います。

パブリックコメントでは、条例案の基本的な方向性

や考え方を記載した文章を公表し、これに対する県

民の皆さまのご意見をお伺いします。 

  このほか、条例案の内容に応じて、市町村や関係

者などのご意見をお伺いする機会を設けることもあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．条例の「お作法」に従いながら、条例骨子案の形

にまとめられた政策内容が正確に反映され、かつ、

分かりやすい条文となるように、条文をつくってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．条例には、全体の構成から、各条文の構文、用語

の使い分け、使うことができる漢字の種類、何字目

から書き出すかなど、数多くの細かな「お作法」が 

あります。詳しくは、『公用文作成の手引き（第４次

改訂版）』（政策法務課編集）をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．例え別の法律や条例であっても、同じ内容であれ

ば同じように表現した方が理解しやすいのです。こ

のため、他の法律や条例と同じ内容の条文について

は、他の法律や条例と同じ構文や用語を用いたもの

となるよう、前例を調べるのです。 

  もっとも、これは、新しい政策を否定するもので

はありません。「守破離」という言葉は条例にも当て

はまります。まずは前例にならってみた上で、それ

ぞれの条例に当てはまるようにアレンジしていき、

最終的にはそれぞれの条例の独特の規定となってい

くのです。 

 

 

 

 

 

 

政策内容の条文化 

 

 

 検討・決定 

条例素案 

○政策内容を正確に・分かりやすく 

 表現しているか 

○条例の「お作法」に従っているか 

８  政策内容の条文化 

～条例素案の作成 

 

 

条例の「お作法」として、どのような

ものがありますか？ 

 

 

 

政策法務課の職員は、なぜあれほど

前例にこだわるのですか？ 

 

 

Q29

 
Q1

5 

5 

Q30

 
Q1

5 

5  

どのようにして、政策内容を条文に

していくのですか？ 

 

 

Q28

 
Q1

5 

5 
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Ａ．条例審査では、主に、 

○ 条例案の政策内容について…立法事実を踏まえ、

条例案が政策的に妥当であるかや法的に許される

かなどについて合理的な説明ができるか 

○ 条例案の条文について…条例の「お作法」に従

って、政策内容を正確かつ分かりやすく表現でき

ているかどうか 

について、一から審査します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．一般的には、条例素案（改正条例のときは新旧対

照表）のほか、条例素案の概要、立法事実の説明資

料、関係する法律・政省令等の条文（法律・政省令

等につき改正があった場合にはその改正の内容も）

などをご用意頂いています。 

  具体的に用意すべき資料は、条例案に応じて異な

りますので、条例審査を担当する法規審査班の審査

担当者から伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．他の法律や条例等における立法例を参照しながら、

一言一句、全ての文言を精査します。これは、条例

案が「お作法」に従っているかどうかや条例の政策

内容をできる限り正確かつ分かりやすく表現できて

いるかどうかを確認するためです。例えば、「、」が

あるかないかによって条文の意味が異なってしまう

こともありますので、慎重にチェックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．検察協議は、条例案に罰則の定めがある場合に行

います。 

 

 

 

 

条文の趣旨や 

内容は？ 

合理的な説明で 

ないのでは？ 

「及び」ではなく

「並びに」では？ 

立法事実による 

裏付けは？ 

内容も形式も妥当な条例案へ！ 

９  条例審査 

 

 

条例審査では、どのような事項を 

審査するのですか？ 

 

 

条例審査では、どのような資料を 

用意すればいいですか？ 

 

 

 

条例審査は、なぜあんなに時間が 

かかるのですか？ 

 

 

 

検察協議は、どのような場合に行い

ますか？ 

 

 

Q31

 
Q1

5 

5 

Q32

 
Q1

5 

5 

Q33

 
Q1

5 

5 

Q34

 
Q1

5 

5 
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Ａ．条例案が議会で可決されれば、条例の仕事が終わ

りというわけではありません。条例を実際に運用す

るためには、条例より細かいルールを定める規則や、

許認可等をするかどうかを判断するための審査基準

などを定める必要があります。 

  また、条例に定められたルールが実際に守られる

ようにするには、県民の皆さまが条例の内容を知っ

ていなければなりません。そこで、様々な媒体を使

って、条例の周知を図っていくことが必要です。こ

のためにも、条例の施行期日は、条例の周知期間を

確保することができるよう、慎重に検討して定める

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制的手法..........................................................................................Ｑ19 

検察協議.......................................................................................Ｑ4､3４ 

合理的な説明..................................................................Ｑ6､12､22 

条文........................................................................................Ｑ6､28-30 

条例........................................................................................................Ｑ1-3 

――骨子案........................................................................Ｑ4､21-27 

――素案....................................................................................Ｑ28-30 

――と憲法..........................................................................................Ｑ24 

――と法律..........................................................................................Ｑ25 

――の「お作法」..............................................................................Ｑ29 

――の内容の留意点.........................................................Ｑ22-25 

政策法務委員会...............................................................................Ｑ13 

――プロジェクトチーム.........................................................Ｑ26 

政策法務班...................................................................................Ｑ7-12 

前例..........................................................................................................Ｑ30 

パブリックコメント............................................................Ｑ５､27 

チャート...............................................................................................Ｑ20 

条例審査....................................................................................Ｑ31-33 

法規審査班.............................................................Ｑ9､10､31-33 

他の課との調整...............................................................................Ｑ26 

誘導的手法..........................................................................................Ｑ19 

立法課題........................................................................................Ｑ4､14 

立法事実.............................................................................Ｑ4､14-16 

 

１０  条例案をつくった後 

 

 

条例案が議会で可決されれば、条例の

仕事は終わりですか。 

 

 

さくいん 

 

Q35

 
Q1

5 

5 

 

 

千葉県マスコットキャラクター 
｢チーバくん｣ 


